
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
〜
74
歳
の
皆
さ
ん
へ

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　

町
国
民
健
康
保
険
で
は
、
人
間
ド
ッ
ク

や
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
場
合
に
、
そ
の

費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
被
保
険
者
の
生
活
習
慣
病
な

ど
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
の
医

学
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
、
健
康
状
態

を
継
続
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
健
康

を
保
持
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
も
の
で
す
。

受
診
後
の
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん

　

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
受
診
前
に
申

請
が
必
要
で
す
。

　

ド
ッ
ク
受
診
後
に
助
成
の
申
請
は
受
付

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

人
間
ド
ッ
ク

❶
〜
❻
の
要
件
を
満
た
す
人

脳
ド
ッ
ク

❶
〜
❸
の
要
件
を
満
た
す
人

❶
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
国
保
被
保
険
者

（
75
歳
に
な
る
人
は
、
誕
生
日
の
前
日

ま
で
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
）

❷
申
請
日
時
点
で
、
過
去
1
年
間
引
き
続

き
被
保
険
者
の
資
格
が
あ
る
こ
と

❸
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
世

帯
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と

❹
受
診
す
る
年
度
に
特
定
健
康
診
査
を
受

診
し
て
い
な
い
こ
と

種別 助成額

人間ドック
受診料の 7割の額（100 円未満切り捨て）
上限…20,000 円

脳ドック
受診料の 7割の額（100 円未満切り捨て）
上限…21,000 円

人間ドック・脳ドックの費用助成額
（年度にそれぞれ 1回のみ）

※オプションで検査した項目は、助成の対象外です。

❺
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
結
果
を
特
定
健
康

診
査
・
保
健
指
導
に
利
用
す
る
こ
と
に

同
意
し
、
提
出
す
る
こ
と

❻
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
場
合

は
、
当
該
指
導
を
受
け
る
こ
と

申
請
方
法

　

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
へ
助

成
金
交
付
申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
 

被
保
険
者
証

・
 

印
鑑

・
 

番
号
確
認
書
類
と
身
元
確
認
書
類

　

 （
詳
し
く
は
、
本
紙
の
折
込
チ
ラ
シ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）

※
平
成
27
年
4
月
1
日
以
降
に
申
請
し
た

人
で
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
を
受
診

し
、
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係

へ
請
求
に
来
て
い
な
い
人
は
3
月
31
日

ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

国
保
税
の
納
付
確
認
書
を

必
要
な
人
に
お
渡
し
し
ま
す

　

確
定
申
告
な
ど
の
た
め
に
国
保
税
の
納

付
済
額
を
確
認
さ
れ
る
場
合
は
、
住
民
保

険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
で
、
平
成
27
年

1
月
か
ら
12
月
に
納
付
し
た
額
を
記
載
し

た
「
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
確
認
書
」

を
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

必
要
な
も
の

　

被
保
険
者
証
・
運
転
免
許
証
な
ど
本
人

確
認
で
き
る
も
の

 

確
定
申
告
な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除
に

は
、
国
保
税
の
納
付
証
明
書
を
添
付
す

る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
納
付
確

認
書
も
納
付
を
証
明
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

 

平
成
27
年
12
月
下
旬
に
納
付
し
、
平
成

28
年
1
月
上
旬
に
納
付
確
認
書
を
受
け

取
る
場
合
、
12
月
下
旬
の
納
付
が
確
認

で
き
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
該

当
す
る
人
は
、
12
月
下
旬
に
納
付
し
た

領
収
書
（
口
座
振
替
の
場
合
は
引
き
落

と
し
が
記
載
さ
れ
た
通
帳
）
も
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
お
持
ち
に
な
ら
な
い
と
、

そ
の
納
付
分
を
納
付
済
額
に
含
め
ら
れ

な
い
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

情報ホットラインワイド版 町民の皆さんにお知らせしたい情報をドンと
拡大して掲載しています。
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通
知
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
と
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
申
請
に
関
す
る
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す

開
庁
時
間
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

住
民
保
険
課
戸
籍
住
民
相
談
係
☎
34
・
2
0
8
7

　

町
役
場
の
開
庁
時
間
（
午
前
8
時
30
分

〜
午
後
5
時
15
分
）
に
通
知
カ
ー
ド
の
受

け
取
り
や
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
に
来

る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
次
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
て
開
庁
時
間
の
延
長
を
実
施

し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

1
月
18
日
㈪
〜
22
日
㈮

延
長
日
時

午
後
9
時
ま
で

通
知
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
必
要
な
も
の

1 

本
人
ま
た
は
、
本
人
と
同
一
世
帯
の
人

が
来
庁
す
る
場
合

・
 

来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類
（
注
1
）　

・
 

来
庁
者
の
印
鑑　

・
 

12
月
に
送
付
し
た
案
内
文
書

2 

代
理
人
（
別
世
帯
の
人
も
含
む
）
が
来

庁
す
る
場
合

・
 

本
人（
委
任
者
）の
本
人
確
認
書
類（
注

1
）　・
 

代
理
人
の
印
鑑　

・
 

代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
注
1
）

・
 

12
月
に
送
付
し
た
案
内
文
書　

・
 

委
任
状
（
12
月
に
送
付
し
た
案
内
文
書

に
あ
り
ま
す
）

注
1

・
  

運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の
公
的

な
身
分
証
明
書
の
場
合
は
1
点

・
 

健
康
保
険
証
、
介
護
保
険
証
、
年
金
手

帳
、
預
金
通
帳
な
ど
の
場
合
は
2
点

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
に
必
要
な
も
の

・

通
知
カ
ー
ド　

・

申
請
書
（
通
知
カ
ー

ド
に
同
封
）　・

印
鑑　

・

住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
人
の
み
）　・

本

人
確
認
書
類
（
注
2
）　・

 

写
真
（
注
3
）

注
2
…
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の

公
的
な
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い
人

は
後
日
、
も
う
一
度
来
庁
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

注
3
…
最
近
6
ヵ
月
以
内
に
撮
影
し
た
無

帽
、
正
面
、
無
背
景
の
も
の
で
裏
面
に
氏

名
、
生
年
月
日
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
サ

イ
ズ
は
縦
4
・
5
㌢
、
横
3
・
5
㌢ 

で
す
。

※ 

通
知
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
と
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
申
請
以
外
の
業
務
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※ 

2
〜
3
月
は
各
月
2
回
程
度
、
休
日

開
庁
し
ま
す
。
日
時
な
ど
詳
し
く
は
、

来
月
以
降
の
町
広
報
紙
や
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

生
活
習
慣
病
の
発
症
要
因
を
見
つ
け
て
予

防
し
ま
し
ょ
う
。

　

対
象
と
な
る
人
に
は
、
青
色
封
筒
で
受

診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
受

診
し
て
い
な
い
人
は
今
月
中
に
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

　

実
施
期
間
が
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し

た
。

　

糖
尿
病
・
高
血
圧
・
脂
質
異
常
症
な
ど

の
生
活
習
慣
病
は
、
食
生
活
や
飲
酒
、
喫

煙
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
習
慣
が
影
響

し
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　

特
定
健
診
を
活
用
し
て
、
早
い
段
階
で

期間

1月31日㈰まで
場所

町内または県内の健診実施医療機関

費用

500 円

　特定健康診査を受診した人には、受診日の約 2ヵ月後に結
果通知表を送付します。（医療機関からの報告時期の関係で2ヵ
月以上かかる場合があります）
　健診の結果、生活習慣の見直しが必要な人には保健指導が実
施されます。改善の必要性が高い人から順に、積極的支援・動
機づけ支援の対象です。「特定保健指導のご案内」を送付しま
すので、ぜひ参加してください。

健診結果の送付

　医療機関に健診日時を確認のうえ、受診券、質問票、被保険
者証を持って受診してください。受診券がない場合は、住民保
険課国保医療・年金係へお問い合わせください。

受診方法

特
定
健
診
の
締
切
間
近
！

生
活
習
慣
病
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
〜
74
歳
の
皆
さ
ん
へ

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7
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